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会   議   録 
平成 17 年度 第 3 回 和光市介護保険運営協議会 

開催年月日・召集時刻  平成 18 年 2 月 14 日    午後 1 時 00 分 
開 催 場 所   和光市役所  全員協議会室 

開催時刻  午後 1 時 00 分 閉会時刻  午後 2 時 00 分 
出 席 委 員 事  務  局 

菅野   隆 保健福祉部長       石川 幹 
鈴得  敏明 長寿あんしん課長     小泉 吉治 
金子  正義 介護福祉担当統括主査   東内 京一  
川向  典子 介護福祉担当       清水 将周 
平井  耕司  
木暮  晃治  
藤田 志津子  
大松澤 清志  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
欠  席  委  員 

  齋藤  匡人  
  
  

会議録作成者氏名   三木  文子 
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会     議     内     容 
課長 
 
 
 
 
菅野会長 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
菅野会長 
 
 
 
 
 
 
 
 

 本日は、お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。

それではこれより平成 17 年度第 3 回和光市介護保険運営協議会を開

催いたします。最初に市長からご挨拶申し上げます。 
（市長挨拶・諮問書読み上げ）    市長退席 

 
 それでは諮問に基づき順次議事に入ります。まず議事録署名人の指

名をさせていただきます。木暮委員、藤田委員、議事録の署名をお願

いいたします。 
 それでは 審議事項 1「平成 17 年度介護保険特別会計補正第 3 号予

算（案）」につきまして事務局より説明をお願いいたします。 
 
はい それでは説明いたします。 
お手元の今日の資料№1 の 2 頁をお開きください。特別会計の歳出

ですが、総務費の一般管理費の中で 今回は介護保険制度の改正に伴

う認定審査会等のシステム改修の事業で それらに関する委託料の総

額が 262 万円となります。もう一つは基金積立金といたしまして、基

金というのは別会計で積んであるのですが、その預金利子となりま

す。現在預金利子も低いのですが、1 千円という額の補正を行います。 
具体的な内容といたしましては 3 頁に記載してあります。システム改

修にかかる262万円の経費につきまして3頁の下のところになります

が、システム改修費の 1/2 は国庫から補助金として 131 万円出ます。

残りの 1/2 は一般会計のほうからの繰り入れという形でこの財源を補

います。 
1 頁にはそれら国の補助金、一般会計からの繰入金、そして利子分の

金額を歳入として計上してあります。以上です。 
 
事務局からの説明が終わりましたが、質問等ございましたらお願い

します。 
無いようですので それでは採決を行います。原案どおり決するこ

とについて、ご異議ございませんか。 
異議がないようですので、原案どおりといたします。 
次に入ります。審議事項 2「平成 18 年度介護保険特別会計当初予

算（案）」 また続きまして審議事項 3「和光市介護保険条例の一部改

正（案）」について一緒に事務局から説明をお願いします。 
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事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

去年より皆様にこの後開かれる長寿あんしんプラン策定会議にお

きまして種々のご論議をいただいてきました。それらと今回の改正介

護保険法を含めた中で 平成 18 年度からの新たな第 3 期介護保険事

業計画がスタートいたします。それに先立ちまして 18 年度の予算の

部分、この予算というのは今回一部条例の改正を行い その中で保険

料や事業の確定等をした上で予算が確定するものなのですが、それを

一対とした形で今回諮問し答申をいただきたいというふうに考えて

おります。 
資料№2 の 1 頁の今回の予算に対する基本方針では、皆さまにご審議

をいただいた「地域性重視」ということと「予防重視型への変換」と

いうことがメインになってきます。地域支援事業といった要支援より

軽いレベルの方＝特定高齢者というのですが、その方達を対象とした

事業費のほか地域包括支援センター等すべてを包含し、地域性を重視

した官民協働を基本にした予算編成となっております。予算規模につ

きましては 19 億 6,645 万 1 千円と前年対比で 21.3%増となっており

ます。これは 3 年に 1 度の介護保険の事業計画の変更という点と新た

に保健センター等で行っている老人保健事業の再編ならびに高齢者

福祉サービス事業等の再編により 介護保険の中の総量が膨らんだ

ということです。もちろん要介護認定者の数等 高齢者人口の伸び等

についても予算に影響する形となっております。 
2 頁目をご覧ください。まず歳入関係から参ります。 
１ 介護保険料として現年度分の特別徴収＝年金から差し引かれる

分の保険料として 3 億 5,073 万円を計上しております。そして年金額

が 18 万円以下であったり 和光市に転入して間近であった方に納付

書をお送りしてお支払いいただく普通徴収の額を7,160万円計上して

おります。そして過年度分ということでここは滞納繰越等に係る部分

なのですが、これらの歳入を 693 万 2 千円計上しております。 
２ 国庫支出金につきましては介護給付費負担金－保険給付費に相

当する額への負担金プラス調整交付金という補助金関係 そして新

たに地域支援事業というものが創設されておりますので それに対

する国の負担が出ております。 
３ 支払基金交付金、これは 40 歳から 64 歳までの第 2 号被保険者＝

医療保険者からの納付金です。介護給付費に係る部分が 5 億 2,599 万

4 千円、新たに地域支援事業の交付金として 717 万 6 千円となってお

ります。 
４ 県支出金につきましては 今まで市と同率の 12.5％の法定負担
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がかけられていたのですが、今回から 17.5％と三位一体の改革で 5％
ほど県の負担が増徴しております。その関係から今回は介護給付費負

担金で 2 億 4,594 万 4 千円、地域支援事業費として 443 万 2 千円と

なっております。 
５ 一般会計繰入金－介護保険の特別会計ですので和光市の一般財

源のほうの会計から繰り入れる額としまして介護給付費繰入金が給

付費の 12.5％ということで 2 億 1,209 万 5 千円となっております。そ

れに介護保険の事務費等を掌るお金として、今回大幅に伸びているの

ですが 1 億 1,337 万 1 千円となっております。その他一般会計繰入金

として 4,147 万 8 千円、そしてこれも新たに法定給付となっている部

分の地域支援事業繰入金として 2,037万 6 千円というような歳入財源

で予算を確保しました。 
次に 3 頁の歳出にまいります。ここで大きく伸びたのが総務費です。

事務費繰入金に相当するところになってくるのですが、この中で一般

管理費－コンピューターの委託料の部分が 3,893 万 5 千円、賦課徴収

費－介護保険料にかかる事務経費が 208 万 9 千円、介護認定審査会費

－認定審査員さんへの報酬・審査会システムに関連する部分、こちら

が 2,936 万 8 千円、趣旨普及費 これは介護保険制度の改正に伴うパ

ンフレットや説明会を行う費用として 75 万 6 千円となります。当会

議の運営費として 106 万 4 千円となっております。次に出てくる

5,310 万 4 千円は今回介護保険法の改正により設けられる地域包括支

援センターの事業費となっております。地域包括支援センターにつき

ましては直営型が 1 箇所、委託が 2 箇所という形で行います。それら

に対する人件費ほか運営経費として計上しており この部分が例年

にない部分となります。 
次に保険給付費は介護保険特別会計の約 90％を担うところとなるの

ですが、改正介護保険法下の新たなサービス形態の事業推計をいたし

まして居宅系サービス・施設系サービス・新たに介護予防ということ

が完全に分離されますので介護予防系のサービスと分けて計上して

おります。審査支払手数料というのは国保連合会に支払うレセプト請

求手数料となります。そして高額介護サービス費、特定入所者介護サ

ービス費。特定入所者介護サービス費というのは 10 月からの改正に

よって食費及び居住費の部分の補足的給付等、施設の中の経費という

ことになります。 
4 頁に続きまして、市町村特別給付の 3 事業に少し変革があります。

総額的には 4,147 万 8 千円となるのですが、従来どおりの紙おむつ等
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のサービス費の支給。今まで送迎サービスといっていたのですが今回

から日常生活圏域ごとの送迎等を行いますので地域送迎サービスと

した経費、これは国土交通省の特区に基づく有償の移送事業にかかる

委員会等の単価を受けながら価格を決めております。そしてこれまで

は配食サービスといっていたのですが、これからは配食サービスに管

理栄養をつけたり 直接管理栄養士が個人宅に赴いたり集合的な栄

養指導を行える事業として食の自立・栄養改善サービス費という名前

に変更しております。その経費が 792 万 4 千円となります。 
5 の地域支援事業費につきましては制度改正に伴い保健センターの成

老人事業の一部－65 歳以上の基本健康診査関係の経費となります。

加えて高齢者福祉サービスといって老人会事業・杖の支給・寝具乾

燥・緊急通報システムなど一般財源の高齢者福祉サービスで行われた

ものが補助金・負担金の再編、事業の再編として地域支援事業に盛り

込まれております。その中で一番大きいのが介護予防事業費として

3,495 万円となっております。細かくいいますと機能訓練Ａ・Ｂとい

うものを保健センターの通所事業として行っていたのですが今後は

介護予防通所事業として介護保険特別会計の中で行われます。もう一

つは 65 歳以上の方への保健師の訪問指導のようなものが今後は保健

師等が地域包括支援センターへの配置になりますので 介護保険特

別会計の中で介護予防訪問事業という形で事業再編されております。

包括的支援事業・任意事業につきましては、包括的支援事業は和光市

がずっと取り組んできた包括ケアプランみたいな介護保険のサービ

スにプラスして権利擁護等をサービス設定するとか 逆に処遇困難

に対するケアマネージャーの支援等の事業です。その他介護予防サポ

ーター育成経費等。保健センターのほうではポピュレーションアプロ

ーチといった元気高齢者に対する集団的な保健事業があったのです

が、これらが包括的支援事業によって介護保険特別会計の中で 65 歳

以上の方において実施される形になります。任意事業その他につきま

しては緊急通報システム等 これらを今はひとつの事業所に委託し

てセンターが安否確認をおこなうような形をとっているのですが、今

回からは地域に展開する地域包括支援センターに通報システムなど

のセンターを移行して同一所管とし、その地域で迅速に対応できるよ

うになります。 
従来どおり和光市が進めてきた保健福祉事業につきましては介護予

防スクリーニング事業で、基本健康診査などの基本チェックリストと

併せる形で行っていきたいと考えております。健康増進・介護者リフ
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レッシュにつきましては前回の長寿あんしんプランの審議の時もお

話したのですが、「にいざ温泉・彩泉楼」等の一部健康増進浴場の補

助が行われております、今回からは、指定契約はこれからですが駅前

のサバスとかスポーツジムに関する利用補助、これは一般高齢者等か

らも予防に関することを行いたいというニーズが非常に高くなって

いる状況もあり 1 回 1,000 円ないし 1,500 円の利用補助として予算

計上し、それらの経費が 150 万円となります。地域介護予防について

は和光市が取り組んできた本町小学校・第四小学校で行われてきた閉

じこもり予防のうぇるかむ事業 これも保健福祉事業に盛り込みま

す。地域支援事業としても一部行うのですが、介護予防事業に関して

は元気高齢者の部分を含めながら行っていきたいという考えで今回

の予算編成を行っております。 
5 頁・6 頁をみていただくと今までの特別会計にしては珍しいほど課

目の数が増えております。5 頁につきましては歳入のほうを前年度対

比等 細かく明記しております。6 頁につきましては地域密着型サー

ビス等が加わっております。また介護予防サービス等諸費ということ

で、要支援・要介護 1 の方がこれからは要支援１・要支援 2 と名称が

変わり、その方たちに対する予防系のサービスが連なっております。

10 個くらい科目が増えた形となり特別会計もより複雑な状況になっ

ております。6 頁の 17 年度決算見込・18 年当初を見ていただいて「0」
と入っているところは去年まではなかったもので今年計上された新

規事業となります。 
続きまして資料№４「和光市介護保険条例の一部改正（案）」をご覧

ください。議案提議になっているのですが、細かいところは今回説明

は控えさせていただきます。 
3 頁の新旧対照表を見ていただいて、まず中段の介護認定審査会の委

員の定数ですが、今回新予防給付の導入によって廃用症候群等の新規

にかかる部分を専門に診るような合議体が必要となってきます。その

関係から現在の定数 20 人に対して 5 名をプラスして定員を 25 名と

し、合議体につきましてはこの後規則等で定めてまいります。5 名の

委員さんの調整につきましては認定審査会のお立場の方と協議させ

ていただき新たな合議体を決めていきたいというふうに思っており

ます。また障害者自立支援法等の制定により介護給付費等区分認定審

査会との運営調整等も認定審査会と行ってまいりたいと思います。こ

の条例に関しましては委員の定数を5名増するという条例改正をお願

いするものでございます。 
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第3条の市町村特別給付につきましては今までのおむつ購入費から紙

おむつ購入費等と明確にいたしました。紙おむつ購入費等の等につき

ましては、紙おむつ利用者はディスポといったビニールプラスチック

製の簡易手袋であるとか消臭剤などのニーズがかなりあります。それ

らを 1 万円の限度額で行っているのですが、その限度額内でおむつと

周辺商品に関して今回支給をするという形に計画をたてております。

次の食の自立に関しましては、配食サービスの部分を管理栄養をセッ

トにし、今調理ができない方でも一部調理ができるような共同調理の

手法を取り込む方向で食の自立・栄養改善サービスという名称に変更

しております。地域送迎サービスにつきましては先ほども申し上げた

とおり日常生活圏域を基本とする部分、市外への送迎をする部分、こ

れを明確にすることから地域送迎サービスという名称変更をいたし

ております。 
第3章の２の地域支援事業につきましては改正介護保険法をうけて地

域支援事業を条例に明記するものです。いままでお話したように老人

保健事業や高齢者福祉サービス等の再編によるもので、これは極めて

和光市の地域特性 さらには和光市の中でも中学校区による地域特

性を勘案した高齢者の自立支援を推進するという事業になりますの

で、和光にあって朝霞にないというそういうサービスを整備していく

ところの条文を今回明記しました。これらも細かいところは施行細則

等で明記していきます。 
4頁にいきまして保険料ですが、前回の運営協議会で全国的には4,200
円～4,400 円、本市といたしましては 3,700 円程度ということをみな

さんに提示してまいりました。これまでの保険料については国の基準

では 5 段階でよかったのです。ただし和光市は政省令の第 39 条に基

づきさらに経済的弱者への配慮等から 6 段階制を用いておりました。

今回は第 2段階のところがさらに国の定義で細分化され 第 4段階－

令 39 条第 1 項第 4 号に掲げる者 43,480 円が基本額になります。月額

保険料でみていきますと、現行の保険料は基準額 2,848 円×0.3＝854
円が 1 段階の保険料、×0.7 が 2 段階の保険料、6 段階については×

1.75 で 4,984 円となり、全国平均は 3,400 円となっておりました。今

回の新保険料では2段階の細分化がありましたので 4段階が基本にな

り全国的に 1,000 円以上の値上げになっております。基本額は現在の

2,848 円から 3,624 円になります。1 段階については×0.3 2 段階に

ついては×0.5 というような形で、７段階では×1.75 となります。今

報告されているところの基準額の全国平均としては4,200円程度とな
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っております。県内につきましては詳しい発表をしておりませんが、

3 市程度に聞きとりを行ったところ平均が 3,700 円というような状況

になっております。基本額が 2,848 円から 3,624 円に上がる背景とい

たしましては 先ほど申しました地域支援事業等が事業統合されて

きたという部分があります。また要介護認定の介護予防に関しては和

光市は一人当たりの給付費はかなり下がってきておりますが、いつも

申し上げるように本市は全国的には類まれに高齢化率の進展が急激

な右肩上がりで、いわゆる卒中モデル－脳血管疾患等関係の要介護

3・4・5 段階の数が高齢化と平行するような形で多いのです。その辺

も給付費と関係があるといえます。ただし法定給付といって、例えば

訪問介護やデイサービスの部分だけでいえば2,848円の保険料のうち

2,510 円くらいです。和光市は市町村特別給付であるとか保健福祉事

業により他市町村にはない 10 個以上のメニューをそろえておりま

す。それで介護予防の効果を出し在宅介護の限界点を高めることを行

ってまいりました。今回の保険料 3,624 円につきましても 380 円程度

は市町村特別給付だとか地域支援事業の経費なのです。法定給付の部

分だけでいきましたら 3,400 円弱となっております。今回さいたま市

でも基本保険料が 3,850 円と上がる形になっております。本市が他の

市町村と違うのは、今回の制度改正によって欠落する部分はすべて介

護保険のほうで補ったというようなスタイルをとっております。他市

の場合は法定給付だけなんですね、和光市の場合は特定高齢者の方を

支える事業や独自の市町村特別給付など付加がついた保険料として

全国平均や県平均を下回る保険料を設定しております。年額に直しま

すと、条例に書いてある 1 段階につきましては 13,040 円 2 段階に

つきましては 21,740 円 3 段階は 30,440 円 4 段階（基本）が 43,480
円 5 段階が 54,360 円 6 段階が 65,230 円 7 段階が 76,100 円とな

っております。保険料についてはご意見をいただきたいと思います。 
第 15 条の運営協議会についてですが、地域支援事業等ができた関係

でこの当運営協議会の審議事項にも包括的支援事業という文言を加

えました。これは地域支援事業に係る部分なのですが、これらを介護

保険事業と一緒にご審議・諮問・答申をしていただくということでア

ンダーラインを引いた部分を加えた形になっております。第 16 条に

は現在の委員9名から15名に増員することを盛り込んでございます。

それらにつきましては介護という部分に介護予防が加わったという

点と 5 頁の文頭になるのですが、地域包括支援センター運営部会お

よび地域密着型サービス運営部会の設置というところで第 21 条にこ
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菅野会長 
 
鈴得委員 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の運営協議会の人数増を行い、施行細則としてこれから定めるのです

が、5 名・5 名程度の地域包括支援センターの運営部会と地域密着型

サービスの運営部会を設置していきたいと考えております。今後は介

護保険法ならびに政省令で運営協議会を定めなさいということが明

記をされます。ただいろんな会議を作っても機能していかないのです

ね。その中で私たちも長寿あんしんプラン策定会議の時もそうなので

すが、当運営協議会を拡大してその中に会長指名のもと運営部会を設

置して 運営部会というのは日常生活圏域ごとに決まるサービス等

の内容だとか地域包括支援センターに対する業務内容だとか それ

らについて私たち事務局から提案をして会の中でご審議をいただく

ということになっております。以上第 21 条も含めて今回一部条例を

見直すものでございます。ちなみに先ほどの予算というのは今ご説明

した保険料に基づいて介護保険料の収入を見込んだものでございま

す。以上で説明を終わります。 
 
何か質問はございませんでしょうか。 

 
資料№2 の 18 年度策定時の 3 頁の総務費に入っている地域包括支

援センター事業費と 4頁の5の地域支援事業費の違いを教えていただ

きたいのですが。 
 
総務費のほうに入っている地域包括支援センター事業費というの

は市内に事務所を 3 箇所に置くわけですね、1 箇所は福祉総合会館の

中に直営として市が整備します。もう 1 箇所は第 2 中学校区の本町小

学校の近くの旧道沿いにニチイ学館に委託する形でやっていきます。

もうひとつは今まで在宅介護支援センターがありました和光病院に

委託します。現行の在宅介護支援センターは 2 名体制なのですが、地

域包括支援センターは保健師および地域ケアに精通した看護師・社会

福祉士・主任ケアマネージャーの 3 人体制となります。市としては委

託費として一人当たり 500 万円の人件費－1 事業所あたり 1,500 万円

となります。直営センターにおきましては私たちが行ってまいりま

す。地域包括支援センターはマネジメントをする機関＝介護予防プロ

グラム等を作る機関の人件費・運営に関する経費となります。 
4 頁の地域支援事業費というのはサービスになります。今までの介護

保険は要支援～要介護５までの方が利用できたサービスなのですね。

それに加えまして今回は特定高齢者＝限りなく要支援に近い方と元
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鈴得委員 
 
木暮委員 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
金子委員 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
木暮委員 
 

気高齢者＝一般高齢者の両者に対するサービスをこの地域支援事業

で行っていくということです。要するに介護予防事業ですね。 
包括的支援事業については家族介護者教室もそうですし、処遇困難ケ

ースに対するケアマネージャーの支援ですとか介護予防プログラム

を作成したときの手数料だとか・・そういうものが地域支援事業で払

われるということです。地域包括支援センター事業費はマネジメント

する機関の人件費・運営にかかる経費、地域支援事業はサービスを提

供する経費ということになります。 
 
科目としては別ということですね。 

 
条例改正の１７条で運営協議会の人数が 9 名から 15 名になるとい

うことですが、介護予防が始まるために 6 名増員するわけですか。 
 
予防関係に精通する方ですが、たとえば理学療法士や健康運動士関

係ということです。6 名というのは日常生活圏域が３つに分かれてお

りますので各地域部門を担当する人が 2 名ずつとなります。そのうち

1 名はこれからも被保険者代表で特定高齢者とか一般高齢者といわれ

る方からと考えております。 
 
介護保険料の値上げですけれども年金所得者・低所得者の方たちも

上がるわけなのですが、どういうふうに配慮されるのでしょうか。 
 
国の基準で行きますと所得が第１段階の方は生活保護・老齢福祉年

金のみの方、第２段階は非課税の世帯となっており１段階は基準額の

0.5 です。２段階についても 0.75 と高いのです。和光市のほうではさ

らに細分化しまして低所得者に対しては 0.5→0.3 第２段階のとこ

ろについても 0.7→0.5 という形で低所得層についてはポイントを国

の基準より 0.2 落とす形をとっております。逆に高額所得者の方から

多く徴収するのかといいますと、他市では 2.0 となっているところも

あるのですが、和光市では所得の高い人に関しては 5・6・7 という細

分化を設けて割り振っています。0.5 と 0.3 の差というのはかなり違

います。 
 
それに対して一般論なのですが、１号被保険者の保険料の徴収率で

すが、どの辺が一番未納が多いのですか。 
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大松澤委員 
 

現行の 6 段階でいきますと 一番多いのが 2 段階です。これは世帯

非課税の部分になります。今回国のほうもこの部分を細分化して 2・
3 と分け、そのために基本額が第４段階となっております。それによ

って収納率がどこまで改善されるかはわからないのですが。 
 
それに関連することなのですが、今のこのやり方で考えると単年度

収支なのか 年金のように長期で計算するのかよくわからないので

すが。これから先 少子化社会になるにつれ年代層によっての格差が

生まれるのか生まれないのか その辺をどう見ておられるのでしょ

うか。 
 
これは社会保障全体の問題になってくると思います。介護保険制度

というのは 18 年度予算といったら単年度収支なのですね。ただ保

険料というのは 18・19・20 年の３年間を見据えております。長寿あ

んしんプランの論議にあったとおり 団塊の世代が後齢期になる 35
年までを見据えた形でどういう事業をやったら効果があるというこ

とで私たちも計画は立てております。介護保険は法律的に 3 年間の保

険料を計画前に決めることになっております。そのためこの保険料は

18・19・20 年は動かないのです。ただ会計自体は単年度で動きます

からこの保険料で 3 年間が終えるようにしていくということです。3
年間の中で 1 年は黒字が出ます、2 年目は均衡がとれ、3 年目は少し

赤字に転落し その部分を 1 年目の黒字で補って 3 年間の会計を終え

るというシステムになっております。 
 
ということは物価の上昇率をある程度みているということになり

ますね。 
 
物価の上昇率ということではなく、基本的に少子高齢化であり 和

光市全体は子供は多いのですが高齢者人口の伸びは右肩上がりが高

く 10 年で 6％上がるような状況にあります。高齢者医療がずっと伸

びるように介護保険料もとめどなくなります。そこで予防重視に変換

をしできる限り介護状態にならないようなことを事業効果として見

込んだ上でこの保険料は積算されています。 
 
いまのお話でいきますと物価の上昇率は見込んでないということ

ですね。 
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物価の上昇率に関しては年金の給付であるとか そういう部分に

はあるのですが、介護保険料自体には見込めません。これは高齢者の

ヘルパーを使う数だとか介護予防に対するものだとか それに対す

る報酬は物価上昇の関係とかも多少含まれるでしょうけれども、給付

に関しましてはそういうものは見込めません。 
 
そうすると単年度収支ではきつくなってくるのではと思うのです

が。 
 
それが制度なのですね、今回も 6 月頃 皆様に 17 年度の決算報告を

予定しておりますが、その時に 3 年間の収支状況についてご報告をさ

せていただきます。 
 
今のようにバブルがはじけた後の物価上昇率のほとんどない時代

ですと横ばいでいきますからいいのですけれども、20 年くらい前の

ことを考えると毎年 3％から 5％上がっていった時代があったわけで

すね。それに耐えられるのかなあというのが正直なところです。 
 
介護保険では 10 万円使ったら 9 万円を保険の給付で払うわけです

ね。その 19％分を第 1 号被保険者保険料で賄っているのです。残り

の部分を 40 歳から 64 歳の人と一般の税金で賄っているのです。5 割

は保険料で 5 割は税金で賄う形となっております。そのときに 9 割を

払う報酬というのが決められるのです。たとえば診療報酬とか介護報

酬というものです。その介護報酬にはそういうものも少し勘案されて

いると思います。介護保険料というのは給付に見合う財源を確保する

というものです。 
 
介護保険は 3 年間で見直しがありますが、国民健康保険のほうは毎

月 4 万円の徴収があり、世帯にすれば高額になるわけです。市民とす

ればトータルで論議もしているのかなあと思ってしまうわけです。 
 
所管が違うのですが、医療保険制度の改革も行われるわけですよ

ね、介護保険と国民健康保険の違いだけで述べれば、介護保険という

のは高齢化の進展に伴って絶対に上がっていくものなのです。それを

3 年を事業計画期間として 3 年ごとに見直す形で行っております。現

行の医療保険は見直し期間というよりは財源が足りなくなったとき
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に税率改正ということになってきます。ただ高齢者医療が背負ってい

る部分だとか予防医療という問題、保健事業の問題をリンクして事業

を進めていかなければいけないのですね。それについては「健康日本

21」を含めて 国民健康保険の部分をどういう風に適正にやっていこ

うかという論議は始まっていると思います。 
 
年に1回くらいは市民の人を集めて話していただきたいなと思うわ

けです。全体が見えないのです。 
 
そういう機会を持っていただきたいと思います。介護保険の場合に

は限度額がありますので・・・ 
 
そうですね、保険指導の立場で検討したいと思います。 

 
保険料の未収という問題が出ましたけれども、介護保険料は年金か

ら全て引かれているわけですよね。未収というのは納付書を送付して

いる方で、どのくらいいらっしゃるのですか。 
 
特別徴収が 8、普通徴収が 2 と言われております。特別徴収の収納

率は 100％です、和光市の現状からいって普通徴収の 2 割を超えるよ

うな状況です。これは流動率が多い、要するに転入・転出が激しいわ

けですね、後期高齢者になったらないのですが、前期高齢者の部分に

ついてはそういう方もいらっしゃるので普通徴収の 20％～22％が未

収となっております。 
 
他にご質問はございませんか。 

それでは、採決を行います。原案どおり決することについて、ご異議

ございませんか。 
          ＊異議なし＊ 
 
それでは原案どおりといたします。 
以上、本日の審議事項について全て終了いたしました。 
これをもちまして平成 17 年度第 3 回和光市介護保険運営協議会を閉

会させていただきます。どうもありがとうございました。 
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